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実施日 会　　　場 時　　　間

４月11日㈬

台営農研修センター

午　

前

９時～９時20分
谷和原公民館福岡分館 ９時30分～９時50分
南集荷所 10時～ 10時20分
根新田公民館 10時30分～ 10時40分
押砂公民館 10時50分～ 11時10分
北袋集落センター 11時20分～ 11時30分
田営農研修センター

午  

後

１時10分～１時30分
日川下公民館 １時40分～２時
絹の台桜公園（橋の下） ２時20分～３時10分

４月12日㈭

上長沼集会所

午　

前

９時～９時10分
下長沼公民館 ９時20分～９時30分
前新田公民館 ９時40分～ 10時
谷和原公民館谷原分館 10時10分～ 10時30分
みらい平駅自転車駐輪場（南側） 10時40分～ 11時10分
古川本田集会所 11時20分～ 11時40分
谷和原公民館

午  

後

１時10分～１時30分
宮戸公民館 １時40分～１時50分
下小目公民館 ２時～２時10分
寺畑ふるさと会館 ２時20分～２時40分

４月13日㈮

西寿荘
午　

前

９時～９時40分
細代集荷所 ９時50分～ 10時10分
高齢者センター 10時20分～ 10時50分
下馬木生活改善センター 11時～ 11時30分
内宿公民館

午  

後

１時10分～１時30分
筒戸農村集落センター １時40分～２時
絹の台桜公園（橋の下） ２時10分～３時

狂犬病予防
　集合注射のお知らせ

登録もできます！登録もできます！

※伊奈地区（みらい平の一部含む）の詳しい日程は、５月１日発行の
広報紙でお知らせする予定です。

●手数料●手数料（１匹あたり）（１匹あたり）

・新規登録と予防注射・新規登録と予防注射
　　　　　　　　５, ３００円５, ３００円
・・予防注射のみ（登録済みの場合）予防注射のみ（登録済みの場合）
　　　　　　　　３, ３００円３, ３００円
※手数料の内訳
　・登録手数料…２, ０００円
　・注射手数料…２, ９００円
　・注射済票交付手数料…４００円
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◆会場によっては混雑が予想されます。
　スムーズな登録ができるよう、釣り銭
　の出ないようご協力ください。
◆市から郵送されたはがきは、必要事項
　を記入してお持ちください（問診票の
　欄は、必ずご記入ください）。　
◆集合注射を受けられない場合は、最寄集合注射を受けられない場合は、最寄
　りの動物病院で受けてください。この　りの動物病院で受けてください。この
　場合、料金が異なることがあります。　場合、料金が異なることがあります。
◆登録した犬が亡くなった場合は、生活
　環境課へご連絡ください。
◆犬も、住所が変われば変更届が必要で
　す。

飼い主のマナーは大丈夫？

　　　　　　　　～大切な愛犬のために～

【狂犬病予防集合注射実施日程（谷和原地区）雨天決行】

　狂犬病予防の集合注射は、どの会場でも受ける
ことができます。
　登録が済んでいる方には、はがきにてお知らせ
しています。４月上旬までにはがきの届かない人
は、５月中旬に行われる伊奈地区の集合注射の対
象となり、５月上旬にはがきを送付します。（谷和

原地区：４月、伊奈地区：５月）
　不明な点がありましたら、生活環境課
までお問い合わせください。
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